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第1.  調査の目的 

国土交通省都市局及び国土交通省四国地方整備局（以下、総称して「国」という。）は、

国営讃岐まんのう公園（以下「本公園」という。）において、民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）

に基づく公共施設等運営事業（ＰＦＩ法第 2 条第 6 項に規定する公共施設等運営事業をい

う。以下「コンセッション事業」という。）の導入可能性、基本スキームの検討及びその他

必要な課題整理を行うことを目的として、幅広く意見を募集するサウンディング調査（以

下「本調査」という。）を実施します。 

 

 

第2.  本公園の概要 

公園名称 国営讃岐まんのう公園 

所在地 香川県仲多度郡まんのう町 

敷地面積 約 350ha 

本公園は、阿讃山地の北麓、弘法大師により修築されたと云われる満濃池に隣接した丘

陵地に位置する四国唯一の国営公園であり、約 50万人／年が来園しています。 

本公園は、平成 10 年 4 月に中央広場ゾーン及び宿泊ゾーンの約 80ha を第一期開園して

以来、順次供用区域を広げ、平成 25 年度には計画面積約 350ha を全面開園し、「人間との

語らい、自然・宇宙とのふれあい」を基本テーマとし、以下の基本方針のもとに総合的に

整備、管理、運営を進めています。 

 

■基本方針 

① 子どもから大人まで、四季を通じて多様なレクリエーション活動が行える公園とす

る。 

② 計画地の特性や地域の文化、歴史、風土等を活かした四国らしい公園とする。 

③ 四国地域の人々の日帰り利用を主体とするが、滞在型の利用や四国を訪れる観光客

も利用できる公園とする。 

④ 公園の豊かな自然とのふれあいや、様々なレクリエーション活動、イベントを通じ

て、豊かな人間形成に役立つ公園とする。 

 

 

第3.  本調査の実施スケジュール 

本調査の実施の公表 令和 5年 10 月 27 日 

本調査の参加申込期限 令和 5年 11 月 17 日 

質問票の提出期限 令和 5年 11 月 24 日 

個別ヒアリングの実施期間 令和 5年 11 月～12月 

（個別に依頼させていただくことがあります。） 

結果概要の公表 令和 6年 3月頃 

なお、本公園においてコンセッションを導入することとなった場合、令和 8 年度中を目
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途に入札公告、令和 10年 2 月～の業務開始を行うことを想定しています。 

 

 

第4.  本調査の対象者 

コンセッション事業への参加意向を有する法人又は法人のグループ。 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

① 予算決算及び会計令第 70条及び第 71 条の規定に該当する者。 

② ＰＦＩ法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当す

る者。 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続の開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続の開始の申立て

がなされている者。 

 

 

第5.  本調査のプロセス 

1.  関心表明書および守秘義務誓約書の提出 

本調査への参加を希望する場合は、【様式１】関心表明書および【様式２】守秘義務誓約

書に必要事項を記入し、件名を「【まんのうサウンディング参加申込】貴社名」として、問

い合わせ先へＥメールにてご提出ください。 

 

2.  守秘義務対象資料の開示 

関心表明書および守秘義務誓約書の提出のあった法人の担当者あてに、守秘義務対象資

料をＥメールにて開示します。 

 

3.  質問票の提出 

質問票にご回答いただき、件名を「【まんのう質問票の提出】貴社名」として、問い合わ

せ先へＥメールにてご提出ください。 

 

4.  個別ヒアリングの依頼 

質問票にご回答いただいた方に、適宜、個別ヒアリングを依頼させていただくことがあ

ります。その際はご協力をお願いいたします。 

 

 

第6.  留意事項 

1.  参加者の取扱い 

本調査への参加実績は、事業公募等における評価の対象とはなりません。 

 

2.  費用負担 

本調査の参加に要する費用は、参加者の負担とします。 
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3.  調査結果の公表 

質問票の集計結果および個別ヒアリングの概要をホームページ等で公表します。 

企業ノウハウに係る内容や公表することにより、事業者の権利、競争上の地位その他利

益を害するおそれがある内容は、その部分を非公表とすることができ、質問票に非公表と

したい部分を明記してください。なお、参加法人名は公表しません。 

 

 

第7.  様式 

【様式１】関心表明書 

【様式２】守秘義務誓約書 

 

 

第8.  守秘義務対象資料 

【資料１】質問票 

【資料２】想定スキーム 

【資料３】インフォメーションパッケージ（本編） 

【資料４】インフォメーションパッケージ（参考集） 

 

 

第9.  問い合わせ先（本調査のアドバイザーの連絡先） 

PwC アドバイザリー合同会社 インフラ・PPP 部門 国営公園担当チーム 

電話番号 03-6212-6880 

メールアドレス jp_adv_kokueikouen@pwc.com 


